
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２に基づき、人吉球磨クリーンプラザの維持管理に関する情報を公表する。

１．処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の量　　（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条5の2第1項第1号イ）

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年度計

1号炉 ｔ（トン） 828.84 436.61 1,025.16 1,114.58 922.01 641.50 326.10 964.19 556.33 879.05 392.36 1,084.94 9,171.67

2号炉 ｔ（トン） 309.97 1,129.74 1,076.39 301.01 1,027.48 1,071.57 503.86 578.54 977.13 949.55 586.30 975.34 9,486.88

ｔ（トン） 1,138.81 1,566.35 2,101.55 1,415.59 1,949.49 1,713.07 829.96 1,542.73 1,533.46 1,828.60 978.66 2,060.28 18,658.55

溶融炉 ｔ（トン） 0

※溶融炉は平成27年度から休炉中

２．燃焼中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO)濃度（すべての日平均値）

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号ト、リ、ヲ）

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年度平均値

1号炉 ℃ 975 972 977 972 977 973 961 959 958 951 948 951 965

2号炉 ℃ 969 974 969 969 967 968 973 961 957 942 948 944 962

溶融炉 ℃ 0

1号炉 ℃ 162 160 161 160 161 160 160 160 160 161 160 160 160

2号炉 ℃ 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160

溶融炉 ℃ 0

1号炉 ｐｐｍ 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4

2号炉 ｐｐｍ 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3

溶融炉 ｐｐｍ 0

※運転月のデータを掲載（斜線表示は休炉中）

※１　別紙フロー図上の①にて測定

※２　別紙フロー図上の②にて測定

※３　別紙フロー図上の③にて測定

※溶融炉は平成27年度から休炉中

焼却量

処理量

区 分

燃焼室中の燃焼ガス温度
※１

集じん器に流入する燃焼
ガス温度
※２

排ガス中のCO濃度
※３

区分

合計

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表

（令和７年度　人吉球磨クリーンプラザ）
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３．冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号ヌ）

４．ばい煙測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号カ）

ｇ/㎥（N) 0.15

vol　ppm 250

vol　ppm -

vol　ppm 430

別紙フロー図上の③、④にて測定

５．排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号カ）

ｎg-TEQ/N㎥ 5

別紙フロー図上の⑤にて測定

【検査項目等の説明】 　　　　　　

・ばいじん濃度 ：物の焼却とともに発生する。このうち、すす、完全に燃焼した灰分、燃焼ならびに熱分解による固形粒子をいう。

・塩化水素濃度 ：塩化ビニール樹脂等の燃焼の際に発生する、刺激臭を有する無色の気体である。自然界では火山活動で発生する。

・窒素酸化物濃度 ：石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等多種多様である。

・硫黄酸化物濃度 ：石油や石炭を燃やすとそれらに含まれている硫黄分が酸素と結合して発生する。天然には、火山温泉等に存在する。

・ダイオキシン類 ：塩素、酸素、炭素、水素の存在下で、物が燃焼するときに発生する有機化合物である。ごみ焼却、タバコの煙、自動車の排気ガス、野焼きの他さまざまな発生源から

　副生成物として発生する。また、ダイオキシン類は、自然界でも発生することがあり、例えば、森林火災、火山活動でも生じるといわれている。

項目

冷却設備

排ガス処理設備

１号炉

排ガスを採取した年月日 令和7年7月8日 令和7年10月3日 令和7年7月8日 令和7年10月3日

5月21日、9月1日、12月10日、2月3日

5月23日～26日、9月2日～6日、10月8日、12月8日〜13
日、2月2日

窒素酸化物濃度 77 78 71 68

２回目

1.8 4.6 1.3 5.8

区分 法規制値単位
１号炉 ２号炉 溶融炉

１回目 ２回目 １回目 １回目 ２回目

溶融炉２号炉

4月8日、7月17日、10月22日、2月10日

4月9日～11日、4月14日、7月14日～16日、7月21日、
10月26日～28日、2月9日

２回目

塩化水素濃度 11 12 11未満 15

ばいじん濃度 0.004 0.011 0.003未満 0.003未満

結果が得られた年月日 令和7年8月18日 令和7年10月16日 令和7年8月18日 令和7年10月16日

硫黄酸化物濃度

１回目 ２回目

排ガスを採取した年月日 令和7年7月8日 令和7年10月3日 令和7年7月8日 令和7年10月3日

区分 法規制値単位
１号炉 ２号炉 溶融炉

１回目 ２回目 １回目

結果が得られた年月日 令和7年7月31日 令和7年11月7日 令和7年7月31日 令和7年11月7日

排ガス中のダイオキシン類濃度 0.0031 0.042 0.0032 0.0052
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　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２に基づき、人吉球磨クリーンプラザ最終処分場の維持管理に関する情報を公表する。

１．埋立した一般廃棄物の種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1項第4号イ）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

43.79 61.59 41.85 40.14 38.94 38.62 44.26 37.58 40.25 47.17 40.49 36.70 511.38

43.79 61.59 41.85 40.14 38.94 38.62 44.26 37.58 40.25 47.17 40.49 36.70 511.38

２．人吉球磨クリーンプラザ最終処分場　浸出水処理水質分析（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ）

　
（１）浸出水処理水水質検査結果　（放流していない）

　【水質検査に係る採水日及び結果が得られた日】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

4月3日 5月1日 6月18日 7月2日 8月6日 9月3日 10月1日 11月5日 12月3日 1月13日 2月18日 3月11日

4月16日 5月14日 6月30日 7月15日 8月26日 9月19日 10月16日 11月20日 12月19日 1月27日 3月3日 3月25日

　【水質検査結果（浸出水処理水）】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

7.4 7.2 7.1 7.0 7.3 8.1 7.5 7.6 6.9 7.3 6.9 7.0

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 0.5未満 1.0 0.5未満 0.7 0.5未満

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.6 0.7 0.5

0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満 0.6未満

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

18.0 22.3 30.1 32.5 32.0 30.5 28.0 22.8 17.0 7.9 19.5 8.9

21.1 19.9 28.0 33.5 33.8 33.0 32.0 29.6 25.5 26.8 28.1 29.0

ｔ　（トン）合計

不燃残渣等 ｔ　（トン）

水質検査の結果が得られた日

水質検査に係る採水日

項目

水　温（℃）

気　温（℃）

全窒素

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表

（令和７年度　人吉球磨クリーンプラザ　最終処分場）

大腸菌数

BOD（生物化学的酸素要求量）

COD（化学的酸素要求量）

SS（浮遊物質量）

PH(水素イオン濃度）

項目

区分 単　　　位

溶融スラグ ｔ　（トン）
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（２）浸出水処理水水質検査結果　（放流していない）
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0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下

0.0005未満

0.1未満

0.01未満

0.003未満

0.01未満

0.002未満

0.004未満

0.005未満

0.02未満

0.0005未満

0.01未満

0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

mｇ/ℓ　以下

ホウ素及びその化合物

0.04未満

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下

結果が得られた日

測定年月日

令和7年11月20日

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

項目

カドミウム及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

シアン化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

有機リン化合物

鉛及びその化合物

四塩化炭素

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）

１．３-ジクロロプロペン

１．１．２-トリクロロエタン

検出されないこと 0.0005未満

測定結果

mｇ/ℓ　以下

令和7年11月5日

基準値

0.003未満

mｇ/ℓ　以下 0.02未満

１．４-ジオキサン

セレン及びその化合物

ベンゼン

チオベンカルブ

シマジン

１．２-ジクロロエタン

mｇ/ℓ　以下 0.002未満

mｇ/ℓ　以下 0.006未満

mｇ/ℓ　以下 0.005未満

mｇ/ℓ　以下 0.006未満

mｇ/ℓ　以下 0.02未満

mｇ/ℓ　以下

１．1．1-トリクロロエタン

シス-１．２-ジクロロエチレン

１．１-ジクロロエチレン

チウラム

0.5未満

mｇ/ℓ　以下 0.5未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.5未満

ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油）

ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油）

フッ素及びその化合物

フェノール類含有量

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.06

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.04未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

燐含有量

クロム含有量

溶解性マンガン含有量

溶解性鉄含有量

亜鉛含有量

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下

mｇ/ℓ　以下 0.1未満銅含有量
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３．人吉球磨クリーンプラザ最終処分場　地下水水質分析（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第10号）

　

（１）地下水水質検査結果

【地下水測定場所】 観測井　１　（上流側）　・　観測井　２　（下流側）　・　モニタリングピット

　【水質検査に係る採水日及び結果が得られた日】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

4月3日 5月1日 6月18日 7月2日 8月6日 9月3日 10月1日 11月5日 12月3日 1月29日 2月18日 3月11日

4月16日 5月14日 6月30日 7月15日 8月26日 9月19日 10月16日 11月20日 12月19日 2月13日 3月3日 3月25日

　【水質検査結果（地下水）】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

6.0 7.6 4.2 4.2 6.6 6.4 6.7 8.5 8.7 8.2 7.5 7.2

20.0 21.0 28.0 29.0 30.0 28.0 26.0 28.0 30.0 欠測 欠測 30.0

1.6 1.7 1.4 1.4 1.7 1.8 1.7 2.0 2.2 2.7 2.8 2.4

2.3 2.6 2.9 2.3 3.1 2.3 2.2 2.6 2.5 2.4 2.6 2.8

1.7 1.5 1.6 2.2 1.6 1.4 1.4 1.6 1.7 欠測 欠測 6.3

14.9 21.1 29.3 35.0 32.8 30.7 28.2 18.0 13.1 8.0 14.0 8.9

13.8 23.1 25.0 32.8 32.4 32.5 24.5 14.5 9.0 7.8 10.5 8.9

14.9 21.1 28.0 35.0 32.8 30.7 27.4 18.0 13.1 欠測 欠測 8.9

16.0 14.1 25.1 22.0 25.2 23.0 24.0 20.0 16.2 13.8 15.0 14.8

16.2 14.2 17.8 21.9 19.8 18.5 19.0 19.6 14.0 14.1 13.9 13.1

16.5 15.7 25.0 23.0 22.8 24.1 24.2 22.0 20.0 欠測 欠測 12.0

※モニタリングピットの1月及び2月分については採水箇所に誤って入り込んだ小動物が発見され、その後、清掃を実施したが、降水量が少なく、採水可能な水位に回復しなかったため、欠測。

（℃）

気　温

（℃）

水　温

（ms/m)

塩化物イオン

（mg/ℓ）

観測井１（上流側）

モニタリングピット

観測井２（下流側）

観測井１（上流側）

観測井１（上流側）

モニタリングピット

観測井２（下流側）

観測井１（上流側）

モニタリングピット

観測井２（下流側）

項目

水質検査に係る採水日

水質検査の結果が得られた日

区分

モニタリングピット

観測井２（下流側）

項目

電気伝導率
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0.003

0.01

0.05

0.01

0.0005

0.02

0.002

0.002

0.004

0.1

0.04

1

0.006

0.03

0.01

0.002

0.006

0.003

0.02

0.01

0.01

0.05

４．最終処分場のダイオキシン類濃度測定結果（地下水）（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第10号及び第14号ハ）

令和8年11月20日

観測井　１　（上流側） 観測井　２　（下流側） モニタリングピット
項目 基準値

測定年月日 令和8年11月5日 結果が得られた日

鉛 mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

カドミウム mｇ/ℓ　以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

全シアン 検出されないこと 0.1未満 0.1未満 0.1未満

アルキル水銀 検出されないこと 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検出されないこと 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

砒素 mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

総水銀 mｇ/ℓ　以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.001未満

ジクロロメタン mｇ/ℓ　以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 mｇ/ℓ　以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

１．２-ジクロロエタン mｇ/ℓ　以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

１．１-ジクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シマジン mｇ/ℓ　以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

１．２-ジクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

１．１．１-トリクロロエタン mｇ/ℓ　以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

１．１．２-トリクロロエタン mｇ/ℓ　以下 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トリクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.001未満 0.001未満

0.0005未満 0.0005未満

１．３-ジクロロプロペン mｇ/ℓ　以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム mｇ/ℓ　以下 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

2回目 1回目 2回目 1回目

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） mｇ/ℓ　以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

セレン mｇ/ℓ　以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

１．４-ジオキサン mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

チオベンカルブ mｇ/ℓ　以下

テトラクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.0005未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン mｇ/ℓ　以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

2回目

採取した年月日 令和7年6月18日 令和7年11月5日 令和7年6月18日 令和7年11月5日 令和7年6月18日 令和7年11月5日

区分 法規制値
観測井１ 観測井２ モニタリングピット

1回目

令和7年7月10日 令和7年12月19日

ダイオキシン類濃度 1ｐg-TEQ/ℓ以下 0.0022 0.0012 0.015 0.012 0.00013 0.00005

結果が得られた年月日 令和7年7月10日 令和7年12月19日 令和7年7月10日 令和7年12月19日
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５．残余の埋立容量に関する事項（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第19号）

残余量 23,021 ㎥ ※ 埋立容量：38,300㎥

【検査項目等の説明】

・ＰＨ（水素イオン濃度） ：一般的に、ピーエイチと呼ぶ。溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、通常水素指数（ｐＨ)で表され、ｐＨ値が小さいほど酸性が強く、ｐＨ値が大きい

　　 　ほどアルカリ性が強い。

・ＣＯＤ（化学的酸素要求量） ：水中の有機物を酸化剤によって酸化するのに消費される酸素量のことである。ＣＯＤが高ければ、水中の汚染物質の量が多いことを示す。

・ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） ：水中の微生物の増殖あるいは呼吸作用により消費される酸素量のことである。ＢＯＤが高ければ、水中の腐敗物質が多いことを意味する。

・ＳＳ（浮遊物質） ：水中に分散している固形物で、粒径２ｍｍ以下のものをいう。高くなると光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与える。

・塩化物イオン ：水中の塩分を示したもの。人畜のし尿や生活排水などに含まれており、水質の変化を知る目安となる。自然界にある程度は必ず含まれており、また地域や

　地質等によって差がある。

・電気伝導度 ：電気の流れやすさを表す物質定数。水は優れた溶媒としての性質を持っており、さまざまな不純物を溶かし込み、これらを多く含むことで伝導度は高くな

　る。この伝導度を測ることで水質の汚れの目安と擦ることができる。

・ダイオキシン類 ：ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。

測定日（基準日）

結果

令和8年3月31日
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　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２に基づき、深田最終処分場の維持管理に関する情報を公表する。

１．深田最終処分場　水質分析（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1項第4号二）

　

（１）水質検査結果

　【水質検査に係る採水日及び結果が得られた日】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

4月2日 5月8日 6月3日 7月1日 8月5日 9月2日 10月7日 11月11日 12月2日 1月6日 2月3日 3月3日

4月15日 5月21日 6月14日 7月11日 8月18日 9月16日 10月15日 11月25日 12月17日 1月19日 2月14日 3月11日

　【水質検査結果】

項目 単位 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

－ 5.8～8.6 7.5 7.7 7.4 7.7 7.7 7.7 8.0 7.6 8.4 8.3 8.0 8.1

mg/ℓ 60 1未満 1未満 1未満 1未満 1.0 1.0 1.0 2.0 1未満 1未満 1.0 1.0

mg/ℓ 60 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5 0.5未満 0.7

mg/ℓ 90 2.2 3.4 2.6 2.6 5.4 3.6 1.6 1.3 0.9 2.3 0.5未満 3.3

CFU/mℓ 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mg/ℓ 120 0.81 0.62 1.20 0.89 0.48 0.88 2.00 0.82 0.75 0.61 0.52 0.63

mｇ/ℓ 200 0.6 0.7 0.7 0.9 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7

mS/m 300 4.8 4.0 4.1 3.8 3.6 4.2 4.0 7.8 4.2 4.1 2.4 4.4

mｇ/ℓ 200 6.8 5.1 1.0 1.8 2.0 1.7 3.7 6.8 8.2 10.0 14.0 10.0

mS/m 300 13.5 12.0 6.8 9.5 11.1 11.5 12.6 13.9 15.5 16.8 14.4 13.8

【備考】※は計量証明対象外

項目

水質検査の結果が得られた日

水質検査に係る採水日

計量項目

PH
（水素イオン濃度）

SS
（浮遊物質量）

COD
（化学的酸素要求量）

BOD
（生物化学的酸素要求量）

※大腸菌数

全窒素

塩化物イオン

電気伝導率

塩化物イオン

電気伝導率

放流水

周縁地下水
（上流）

周縁井戸地下
水（下流）

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表

（令和７年度　深田最終処分場）
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　【水質検査（２５項目）】

0.003

0.01

0.05

0.01

0.0005

0.02

0.002

0.002

0.004

0.1

0.04

1

0.006

0.01

0.01

0.002

0.006

0.003

0.02

0.01

0.01

0.05

鉛 mｇ/ℓ　以下

四塩化炭素 mｇ/ℓ　以下

１．１．２-トリクロロエタン mｇ/ℓ　以下

チオベンカルブ mｇ/ℓ　以下

項目 基準値

測定年月日 令和7年11月11日

結果が得られた年月日 令和7年11月25日

周縁地下水（上流） 周縁地下水（下流）

0.0003未満 0.0003未満

全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

１．１-ジクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.01未満 0.01未満

0.0002未満 0.0002未満

砒素 mｇ/ℓ　以下 0.005 0.001未満

総水銀 mｇ/ℓ　以下 0.0005未満 0.0005未満

0.001未満 0.001未満

六価クロム mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満

カドミウム mｇ/ℓ　以下

テトラクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.001未満 0.001未満

１．３-ジクロロプロペン mｇ/ℓ　以下 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検出されないこと 不検出 不検出

ジクロロメタン mｇ/ℓ　以下 0.002未満 0.002未満

１．２-ジクロロエタン mｇ/ℓ　以下 0.0004未満 0.0004未満

0.0006未満 0.0006未満

トリクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.003未満 0.003未満

１．２-ジクロロエチレン mｇ/ℓ　以下 0.004未満 0.004未満

１．１．１-トリクロロエタン mｇ/ℓ　以下 0.1未満 0.1未満

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） mｇ/ℓ　以下 0.0002未満 0.0002未満

セレン mｇ/ℓ　以下 0.001 0.001未満

１．４-ジオキサン mｇ/ℓ　以下 0.005未満 0.005未満

0.002未満 0.002未満

ベンゼン mｇ/ℓ　以下 0.001未満 0.001未満

チウラム mｇ/ℓ　以下 0.0006未満 0.0006未満

シマジン mｇ/ℓ　以下 0.0003未満 0.0003未満
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２．深田最終処分場測定結果（放流水）
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0.02
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0.1

0.1
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16

結果が得られた年月日 令和7年11月25日

基準値 測定結果

採取年月日 令和7年11月11日

項目

mｇ/ℓ　以下 0.003未満

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

検出されないこと 不検出

mｇ/ℓ　以下 0.0005未満

鉛及びその化合物

カドミウム及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.1未満

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

シアン化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

有機リン化合物

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.02未満

mｇ/ℓ　以下 0.0005未満

mｇ/ℓ　以下 0.03未満

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

mｇ/ℓ　以下 0.02未満

mｇ/ℓ　以下 0.04未満

mｇ/ℓ　以下 0.002未満

mｇ/ℓ　以下 0.004未満

シス-１．２-ジクロロエチレン

１．１-ジクロロエチレン

１．２-ジクロロエタン

四塩化炭素

mｇ/ℓ　以下 0.002未満

mｇ/ℓ　以下 0.006未満

mｇ/ℓ　以下 0.3未満

mｇ/ℓ　以下 0.006未満

１．３-ジクロロプロペン

１．１．２-トリクロロエタン

１．１．１-トリクロロエタン

チウラム

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.01未満

mｇ/ℓ　以下 0.003未満

mｇ/ℓ　以下 0.02未満

セレン及びその化合物

ベンゼン

チオベンカルブ

シマジン

mｇ/ℓ　以下 0.8未満

mｇ/ℓ　以下 0.7

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 1未満

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

１．４-ジオキサン

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

mｇ/ℓ　以下 0.5未満

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 1未満

mｇ/ℓ　以下 1未満

銅含有量

フェノール類含有量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油）

0.04

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 0.05未満

mｇ/ℓ　以下 0.16溶解性鉄含有量

亜鉛含有量

燐含有量

クロム含有量

溶解性マンガン含有量

mｇ/ℓ　以下
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３．深田最終処分場のダイオキシン類濃度測定結果（放流水及び地下水）（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1項第1号二）

【検査項目等の説明】

・ＰＨ（水素イオン濃度） ：一般的に、ピーエイチと呼ぶ。溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、通常水素指数（ｐＨ)で表され、ｐＨ値が小さいほど酸性が強く、ｐＨ値が大きい

　　 　ほどアルカリ性が強い。

・ＣＯＤ（化学的酸素要求量） ：水中の有機物を酸化剤によって酸化するのに消費される酸素量のことである。ＣＯＤが高ければ、水中の汚染物質の量が多いことを示す。

・ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） ：水中の微生物の増殖あるいは呼吸作用により消費される酸素量のことである。ＢＯＤが高ければ、水中の腐敗物質が多いことを意味する。

・ＳＳ（浮遊物質） ：水中に分散している固形物で、粒径２ｍｍ以下のものをいう。高くなると光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与える。

・塩化物イオン ：水中の塩分を示したもの。人畜のし尿や生活排水などに含まれており、水質の変化を知る目安となる。自然界にある程度は必ず含まれており、また地域や

　地質等によって差がある。

・電気伝導度 ：電気の流れやすさを表す物質定数。水は優れた溶媒としての性質を持っており、さまざまな不純物を溶かし込み、これらを多く含むことで伝導度は高くな

　る。この伝導度を測ることで水質の汚れの目安と擦ることができる。

区　　　分 法規制値

採取した年月日

結果が得られた年月日

ダイオキシン類濃度 10ｐg-TEQ/ℓ

採取した年月日

放流水区分 法規制値

ダイオキシン類濃度 1ｐg-TEQ/ℓ 0.0027

令和7年7月3日

令和7年6月3日

地下水（下流）

結果が得られた年月日

0.012

令和7年7月3日

令和7年6月3日

0.017

令和7年7月3日

令和7年6月3日

地下水（上流）
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